
 (社)日本自動車工業会  

02 年 11 月 22 日 
 

   環境負荷物質に関する自主取組み    
 

［１］ これまでの取組み経過 
・ これまで、自工会各社は環境負荷物質の将来の使用ゼロに向け、エアバッグのアジ化ナトリウム、アスベ

スト、特定フロンの使用全廃などを進めて来た。１９９７年からはリサイクルイニシアティブに基づく自主取

組み（＊）で鉛の使用量削減（総量制限）に取組んできた。 

 

 

 

・ １／２目標（２００１年から）を達成はもちろん、２００１年の新型車では１／３目標（２００６年から）を前倒し

でクリアし、平均では１／４に達しつつあり自主取組みでの実効性が上がっている。これは世界的に先行

した取組み結果となっている。 

 

 

 

 

・ また、日本での水銀の削減は９０年代に技術的な限界まで進み、現在の使用は極微量で交通安全の為の

蛍光管部品（管径を細くする等削減してきた）に限られ、体温計や朱肉や義歯アマルガムでの年間使用

量と比べても１００分の１以下と大変少なくなっている。カドミウムも同様に削減され現在は極微量で電気

電子部品のみに限られている。なお６価クロムは長期使用の為の防錆処理に限定されているが、代替え

技術や測定技術がまだ確立されていない状況にある。 
 

・ 他方、国際的な動きとして EU 指令で重金属の使用制限が２００３年７月から段階的に始まろうとして

いる。鉛、水銀、６価クロム、カドミウムで免除リストを定めた上での原則使用禁止（部品規制）である。大型

商用車と２輪車はその対象外。鉛については 03 年規制開始時点では日本の自主取組みで既に達しつ

つあるレベルとほぼ同等であるものの最終的な到達レベルはかなり厳しいものとなっている。その他３

物質については日本も欧州も同じように削減に取組んでいる最中である。 
 

・ 自工会各社としては、本自主取組みに記載のある鉛、水銀、六価クロム、カドミウムのみならず、環境負荷

物質全般について、積極的に取り組んでいるところであり、科学的知見の充実を踏まえつつ、今後とも検

討を進める。 
 

・ 今般、自動車リサイクル法制定に合わせ、自主取組み内容を修正し設定した。注)商用車架装部、２輪車

についてはそれぞれの自主取組みで提示する。 

 

［２］削減の考え方 
① 対象物質は、従来の鉛に加え、水銀、６価クロム、カドミウムの４物質とする。 

② 世界でもトップクラスの厳しい規制となる（EU指令と整合させた）高い目標を設定する。 

③ 鉛は従来と同じ、削減量の分かり易い総量規制とし、数値を（EU 指令と整合させ）設定する。 

④ 水銀、カドミウム、６価クロムは今後増やす事なく、時期を明示し使用禁止とする。（EU 指令と同じ部品

規制） 

⑤ 対象車両は乗用車のみならず、（EU 指令では対象外の）大型商用車をも含め前向きなものとする。た

だしその特徴（部品や振動が大きい、使用期間が長い）を踏まえ目標を設定する。 

⑥ 技術の進捗に応じ、目標を修正する。 

 

［３］削減状況の公表 
① ４物質の含有部品を公表する。 

② 削減目標の達成状況は、毎年自工会を通じて公表する。 

③ また、各車種についてはメーカ毎に公表する。 

（＊）新型車の鉛使用量(バッテリーを除く)の数値目標； 
2000 年末までに 96 年の概ね 1/2 以下。2005 年末までに 96 年の概ね 1/3 以下。 

新型車削減実績 市場投入数 2006 年目標 1/3 達成数 1/3 達成率(%) 平均削減値

1999 年 ４２モデル １１モデル ２６％ － 

2001 年 ２９モデル ２７モデル ９３％ 約１/４ 



［4］削減目標 (環境負荷物質)

       ＜考え方＞

(1)従来の自主取組みで示した鉛の削減目標を今回上方修正するとともに、水銀、６価クロム、カドミウムの目標を加える。

(2)適用は自動車ﾘｻｲｸﾙ法対象(乗用車、大型商用車）の新型車からとする。

(3)環境への負荷を無くすことを目指し、代替技術の研究開発を積極的に進め、先行採用するよう努力する

   削減物質 　　公　表　案 備考

  鉛　　    2006年１月以降１／10以下    (1)削減の基準は、従来通り、1996年の１台当たりの鉛使用量代表値である1850gとする。

   　･但し、大型商用車(ﾊﾞｽ含む）は1/4以下とする。    　　従って、2006年の１／10以下は、185ｇ以下とする。

   (2) バッテリーは除く。

  水銀   自動車ﾘｻｲｸﾙ法施行時点以降、

以下を除き使用禁止

  交通安全の観点で使用する以下の部品は除外とする。   除外部品（極微量に含有）も代替技術の積極的な開発を行う。

    ・ナビゲーション等の液晶ディスプレイ

    ・コンビネーションメーター

    ・ディスチャージヘッドランプ

    ・室内蛍光灯

  ６価クロム   2008年１月以降、使用禁止     ・ﾎﾞﾙﾄ等の安全部品で長期使用の為の防錆処理に含有。

  カドミウム   2007年１月以降、使用禁止     ・電気、電子部品(　ICチップ等）で極微量に含有。



補足資料： 欧州ＥＬＶ指令（2000/53/EC）環境負荷物質規制 

鉛、水銀、６価ｸﾛﾑ、ｶﾄﾞﾐｳﾑについて以下の免除ﾘｽﾄ（2002年6月29日決定）のある原則使用禁止。 

大型商用車（10人乗り以上のﾊﾞｽ、総重量3.5トン以上の商用車）と2輪車は対象外。 

03年7月以降の販売車で08年7月まで段階的に規制。（鉛については03年規制開始時点が日本の自主取り組みで 

既に達しつつあるレベルとほぼ同等であるものの最終的な到達レベルはかなり厳しいものとなっている。） 

材料と部品 部品の具体例 免除の範囲と有効期限 識別要否 

《合金元素としての鉛》 

1.機械加工目的の鋼と亜鉛めっき鋼 

（鉛≦0.35wt%） 

鉛快削鋼（ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ、ｻｽ

ﾍﾟﾝｼｮﾝｱｰﾑ等） 

  

2.a)機械加工用のアルミニウム 

（1＜鉛≦2wt%） 

2005.7.1  

2.b) 機械加工用のアルミニウム 

（鉛≦1wt%） 

エンジン部品、ホィールリ

ム、（ｱﾙﾐ合金中の0.4％

以下はﾘｻｲｸﾙ材として期

限なしで免除） 

2008.7.1  

3.銅合金（鉛≦4wt%） パイプ継ぎ手   

4.鉛青銅のベアリングシェル／軸受 エンジン、ＡＴ用軸受   

《鉛、部品中の鉛化合物》 

5.バッテリー   要 

6.制振装置（ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾀﾞﾝﾊﾟ） ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ制振鉛ｳｪｲﾄ  要 

7.ホイールバランスウェイト  2003.7.1以前の型式認証車

とその補給品：2005.7.1 

要 

8.液体ハンドリング・パワートレーン用エ

ラストマーの加硫材と安定剤 

高圧ホース、燃料ホース 2005.7.1 

 

 

9.保護塗料中の安定剤 電着塗料 2005.7.1  

10.電気モーターのカーボンブラシ 

 

 

 

2003.7.1以前の型式認証車

とその補給品：2005.1.1 

 

 

11.電子基板及びその他の電気部品の

はんだ 

  要 

12.ブレーキライニング中の銅 

（鉛≧0.5wt%） 

 2003.7.1以前の型式認証車

とその補給品：2004.7.1 

要 

 

13.バルブシート  2003.7.1以前に開発された

エンジン型式：2006.7.1 

 

14.ｶﾞﾗｽ/ｾﾗﾐｯｸ基材に鉛を含有する電

気部品（No.15電球・ﾌﾟﾗｸﾞ以外） 

ＰＺＴ（ｲﾝｼﾞｪｸﾀ、超音波ﾓｰ

ﾀｰ、ﾌﾞｻﾞｰ等） 

 要 

15.電球ｶﾞﾗｽ、ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞの釉薬  2005.1.1  

16.起爆剤 エアバッグ 2007.7.1  

《六価クロム》 

17.防錆コーティング ﾌﾞﾚｰｷ、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類 2007.7.1  

18.キャラバン車の（吸着）冷蔵庫   要 

《水銀》 

19.ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞﾗﾝﾌﾟ、ｲﾝﾊﾟﾈﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ﾅﾋﾞ液晶ﾒｰﾀｰ、ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮ

ﾝﾒｰﾀ、ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞﾍｯﾄﾞﾗﾝ

ﾌﾟ、室内蛍光灯 

 要 

《カドミウム》 

20.厚膜ペースト 電気電子部品（ICチップ） 2006.7.1  

21.電気自動車のバッテリー Ni-Cdバッテリー 2005.12.31まで。以降は交

換部品のみ、販売可能。 
要 



＜新型車での削減実績＞

平均削減値

１９９９年 ―

２００１年 約　１／４

 

９３％

市場投入数

４２モデル

２９モデル

２００６年目標1/3達成数

１１モデル

２７モデル

２６％

1/3達成率［％］

補足資料:　鉛の削減実績と　ＥＵ指令との比較

0

1850

2001年から１／２ (９２５ｇ)

現目標：１／３ (６１７ｇ)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

鉛使用量　（ｇ／台）
９６年 (１８５０ｇ)

今回上方修正

日本の削減実績2001年

平均１／４
（４６３g)

日本の自主取組み（ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ）

日本の自主取り組み

新目標：１／10 (185ｇ)

510g
500g
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く）

欧州指令表のＮo.15の
電球ｶﾞﾗｽとﾌﾟﾗｸﾞ10g削減

欧州指令表のＮo.11 はんだ50g
とＮo.1-4,14,のｴﾝｼﾞﾝ部品(合金等)
の135gの除外部品のみが残る｡

欧州指令表のＮo.13
ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ25g削減

欧州指令表の
Ｎo.7のﾎｲｰﾙﾊﾞﾗﾝｽ240g
Ｎo.9の電着塗料50g削減

欧州の現在の
実力値予測

ﾎｲｰﾙﾊﾞﾗﾝｽ
240ｇに相当

EU指令の段階的削減
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補足資料： 4 物質の使用例（乗用車）  

（  は技術的に削減困難で今後も残るもの。） 
 

六価ｸﾛﾑ使用の例 

電気電子部品( ICチップ等 極微量) 

ﾍﾞﾙﾄﾌﾟｰ

ﾘｰ 
多くのﾎﾞﾙﾄ

のﾒｯｷ 
ﾄﾞｱﾛｯｸ等 

ｶﾄﾞﾐ使用品 

水銀使用品 
ﾃﾞｨｽﾁｬｰｼﾞ

ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ 
ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ

ﾒｰﾀｰ 
ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ等の

液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 

室内蛍光灯

ﾌﾞﾚｰｷやﾌｭ‐ｴ

ﾙﾊﾟｲﾌﾟ 

鉛使用の例 

ﾋｰﾀｰのｺｱ

電子基板のﾊﾝﾀﾞ

下地の電着塗料 

ﾎｲｰﾙﾊﾞﾗﾝｻｰ 

電気ﾊｰﾈｽ類 

ｴﾝｼﾞﾝ部品（ｱﾙﾐ合金中 等） 

いずれも水銀使用量は極微量

台当たり約２０００点 

 




